
  

 

 

 
 

 

 

2019 年度 千葉大学公開授業「ラグビーを知る」 

 

2019 年度より、標記授業を広く一般の方々にも受講していただくことができるよう、千葉大学の公開授業として設定・開

講いたします。つきましては、下記の要領にて受講生を募集いたしますのでお知らせいたします。 

 

千葉大学  公開授業「ラグビーを知る」受講生募集 

 

【 受講対象者 】 

一般市民の方々（高等学校卒業又はこれと同等以上の学力があると認められる方） 

 

【 授業概要 】 

 大規模な国際イベントの国内開催を契機として、ラグビーに関する報道がこのところ俄かに増えて来た。それと共に、当該

競技自体に対する国民の関心は嫌が応にも高まっている。ここ千葉県でも、公式の試合こそ予定されていないものの、現在

世界一を誇るニュージーランドや、同 2 位のアイルランドチームが浦安市や柏市などで、事前合宿を行うことが決定している。 

 しかしながら、国内におけるラグビーは野球やサッカー等に比べ依然マイナーなスポーツの一つであり、その基本的なルールを

含め歴史・文化的な背景についてもよく知られているとは言い難い。そこで本講座では、元日本代表選手や強豪チームの合

宿予定地である浦安市、柏市から担当職員をゲスト講師として迎え、一般の市民にも有料で開放する形で、ラグビーと千

葉県との関わりについて考える機会としたい。 

 

〔開講期間〕  2019 年 5 月 14 日〜6 月 4 日 

〔曜日・時間〕  毎週火曜日（全 4 回） 14:30〜16:00 （90 分間） 

〔場所〕   千葉大学総合校舎 4 号館 G4-43 講義室（4 階） 

〔募集定員〕  30 名（先着順） 

〔受講料〕   6,400 円 

〔担当教員〕  国際未来教育基幹 教授 大西好宣 Ph.D. 

〔後援〕   千葉県浦安市、柏市 

 

【 お問い合わせ及び申し込み 】 

 受講を希望される方は、5 月 7 日（火）までに、下記メールアドレスまでお申し込みください。メール確認後、申し込み用紙

及び振込依頼書をお送りさせていただきます。なお、前述のとおり、本公開講座は、全 4 回の講義により構成されます。4 回

の講義全てに出席いただくことができる方のみを受講対象とさせていただいておりますので、予めご留意ください。 

   千葉大学 国際未来教育基幹 教授 大西好宣 Ph.D.（TEL 043-290-2993） 

E-mail: yonishi@chiba-u.jp 

 

【 授業計画・授業内容 】 

敬称略。講義は、前期(T1)火曜日、14:30 より 16:00 までの 90 分。 

ラグビーやスポーツに関わる様々な専門の方々をゲストティーチャーとして招き、それぞれの切り口からラグビーの魅力、地

域との関わりについて授業を展開します。講師のスケジュールは変更になる場合がございます。 

 



  

 

 

 
 

 

回 日 担当講師 講義内容 

１ 5 月 14 日 

朴 ジョンヨン 

 

大西 好宣 

神田外語大学 通訳ボランティア推進室長・ 

             兼 体育・スポーツセンター講師 

千葉大学 国際未来教育基幹 教授 

国際スポーツボランティア活動か

ら考えるグローバル人財とは 

 —ガイダンスー 

２ 5 月 21 日 
田村 一博 

（聞き手：大西） 
ラグビーマガジン編集長 

ラグビーマガジンが見た日本ラグ

ビー半世紀（仮題） 

３ 5 月 28 日 向山 昌利 
流通経済大学 スポーツ健康科学部大学院 准教授 

元ラグビー日本代表選手（キャップ６） 
ラグビーと国際協力 

４ 6 月 4 日 
青木 玄 

光井 雄太 

浦安市企画部 2020 東京オリンピック・パラリンピック推進課 

 推進係主任主事 

柏市地域づくり推進部スポーツ課 

ラグビー国際イベントと千葉 

 

 

【 受講に際して 】 

（1） 受講生の義務 

受講生は、受講に当たり本学が行う教育及び研究に支障を来さないよう努めていただくとともに、授業担当教員・

関係者の指示に従ってください。 

（2） 休・補講について 

		千葉大学総合校舎 1 号館１階の普遍教育学生掲示板に掲示いたします。 

千葉大学の自然災害・事故及び交通機関のストライキ等に伴う授業の措置に従います。 

（3） 修了証書等 

開放授業の受講生への単位認定は行いませんので、あらかじめ御了承願います。 

ただし、全て出席された方には、修了証書をお渡しします。 

（4） 受講の停止 

受講生が義務に違反し、本学の秩序を乱し、または受講生としてふさわしくない言動があった場合、受講を停止

することがあります。なお、受講停止の場合であっても、既納の受講料は返還できません。 

（5） 福利厚生施設の利用 

受講生は、売店、食堂等の施設を利用することができます。 

（6） 損害賠償 

受講生は、本学の施設、設備等を破損、滅失又は汚損したときは、速やかに届け出てください。これを原状に回

復し、又はその損害を賠償していただくことがあります。 

（7） お越しの際の注意点 

千葉大学キャンパス内に、ご利用いただける駐車スペースはありません。お手数をおかけいたしますが、お越しの際

は、公共交通機関をご利用願います。 

 

 

以上 


